
 

 

 

 

 

 

自転車に乗る時にも守らないといけないルールがあります。 

みんなでルールを守って、事故に遭わないようにしましょう。 

 

自転車は車道通行が原則です。自動車と同じ左側を通行しましょう。 

               例外的に歩道の通行が認められていますが、歩行者がいる時は、 

歩行者を優先させましょう。  

  

交差点では信号を守りましょう。 

一時停止線がある場所では、しっかり止まって、 

左右の安全を確認してから、進行しましょう。 

    ミニ広報誌                           令和６年４月号 

       
 

福山東警察署 本庄交番 ０８４－９２５－５４５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

   

 

  

 

 

 

 

 

令和６年春の全国交通安全運動の実施について 

道路を横断する際は

横断歩道を渡る、信号に従うなど、基本的な交

通ルールを守りましょう。 

横断歩道では必ず止まり、手を上げる、運転

者に顔を向けるなど、運転者に横断する意思を

伝えましょう。 

夜間に外出する際には、ＬＥＤライトや反射材

用品を活用し、自己防衛に努めましょう。 

横断歩道に接近する

際は、横断歩道に歩行者がいないことが明ら

かな場合を除き、横断歩道の直前で停止でき

る速度で進行しましょう。 

横断歩道を横断しようとする歩行者がいる

場合は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行

者の横断を妨げないようにしましょう。 

夜間は早めにライトを点灯しましょう。 

スローガン ～今日もまた あなたの無事故 待つ家族～ 

運転者の方へ 歩行者の方へ 

令和６年４月６日（土）から４月１５日（月）までの１０日間 

 

自転車のルールを一部、ご紹介します！ 


